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食品衛生振り返り！

平成23年

平成
24,27年

平成27年

平成29年

これまで多摩立川保健所では、食品衛生に関わる様々な情報をお伝えしてきまし
た。みなさまにとって身近なことである食中毒予防や食品表示をはじめ、法律の改
正に関することなど、その内容は多岐に渡ります。
本号では、みなさまにとって身近な話題を振り返ります。

牛レバー生食等が
禁止に

冷やしキュウリで
O157食中毒

災害時の
食中毒予防

生食用食肉の
規格基準設定

＊HUS：溶血性尿毒症症候群（急性腎不全で命に関わる重篤な病気）

平成23年に発生したユッケ(生の
牛肉）を食べて5名が死亡した事
件を受けて、厚生労働省は生食用
食肉（牛肉）に厳しい規制（規格
基準等）を設けました。この基準
をクリアした食肉（牛肉）のみ生
で喫食することが可能です。

平成24年には牛のレバーを生食用
として販売・提供すること、平成
27年には豚肉（レバー等の内臓を
含む。）を生食用として販売・提
供、また加熱不十分な状態で提供
することが禁止されました。
生または加熱不十分な食肉は食べ
ないようにしましょう！

都外の花火大会でO157に汚染され
た「冷やしキュウリ」を原因とす
る集団食中毒が発生しました。患
者数は500名以上、5名がHUS＊を発
症しました。手指や食品の洗浄不
備や事前に車内で仕込みを行った
こと等が原因と考えられます。

地震や豪雨による水害等、いつ起
こるかわからない自然災害等に備
えていただくため、災害時の食中
毒予防等について情報提供してい
ます。炊き出しの際のポイント等
をお伝えしました。



手洗いの徹底・清潔 速やかな調理・冷却 加熱・消毒

「つけない」 「増やさない」 「やっつける」

食中毒予防には、食中毒菌を「つけない」、「増やさない」、「やっつける」の
「三原則」が大事です。

最後におさらい…食中毒予防三原則！

令和４年

フリマアプリ

令和２年

テイクアウト・
デリバリー

平成31年

【解説】
新しい表示制度

今後も多摩立川保健所では、みなさまの食の安全・安心につながる
情報を配信していきます。最新版はこちらからもご覧いただけます。

平成29年

ノロウイルス食中毒
～刻み海苔～

ノロウイルス食中毒は毎年多く発生
しており、保健所では定期的に情報
を発信しています。平成29年に4都
府県で刻み海苔による食中毒が発生
（患者数：約2,000名）しました。海
苔を刻む従事者が胃腸炎症状がある
にも関わらず、作業を継続したこと
が原因でした。

平成27年にそれまで食品衛生法・
JAS法・健康増進法に分かれていた
食品表示のルールが「食品表示法」
に統合されました。新しい制度に段
階的に移行され、アレルギー表示の
見直しや、国内で製造されるすべて
の加工食品に「原料原産地」表示が
義務化されました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、
すごもり生活が続く中、テイクアウ
トやデリバリーで食事を提供する飲
食店等が増加しました。こうした
サービスは購入後の取扱いによって
は、食中毒のリスクが高まることが
あるため、注意すべきポイントをま
とめました。

スマートフォン等を使用して、簡単
にフリマアプリやSNSで食品を出品し
たり、購入できるようになりました。
しかし、届いた食品に表示がない、
どこで作ったかわからない等のトラ
ブルが懸念されました。購入すると
き・出品するときの注意点をまとめ
ました。


